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食物アレルギー等により給食の提供を受けない 

児童生徒対象の補助金について（お知らせ） 

 

 

食物アレルギーなどにより給食を食べることが困難な児童生徒の保護者の方におかれましては、日頃よ

り食事の準備など、各家庭でのご協力ご負担をおかけしております。 

さて、当市では令和８年度におきまして、市内小中学校へ通学する児童生徒の給食費無料化を実施して

います。 

この事業にあわせて、食物アレルギーなどにより全ての給食を食べられず、家庭より弁当を持参する児

童生徒を対象に、市が算定した基準額に基づいた補助を実施します。 

つきましては、申請手続きが必要となりますので、お手数ですが、制度の内容や申請方法などの詳しい

内容について裏面をご確認いただき、手続きを行ってください。 

 

 

 

記 

 

   １ 申請期間  令和８年６月１日（月）から６月３０日（火）まで 

   ２ 申請書類  「犬山市小中学校等給食費補助金交付申請書」 

   ３ 提出先   犬山市教育委員会 学校教育課（市役所３階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

犬山市教育委員会 学校教育課（市役所３階） 庶務担当 足立、上田 

〒484-8501 犬山市大字犬山字東畑 36番地  

電話：0568-44-0358 FAX：0568-44-0372  Email：070200@city.inuyama.lg.jp 



 

 

１．対象                                       

犬山市の小中学校に在籍する児童生徒のうち、食物アレルギーなどにより、全ての給食が食べられ

ず、家庭より毎日弁当を持参する児童生徒 

 

２．補助金額                                     

犬山市では給食の無料化を実施していますが、食物アレルギーなどにより全ての給食が食べられな

い児童生徒については、給食の代わりを家庭でご用意いただく必要があります。 

そのため、家庭で負担となる分を市が算定する基準額に基づき補助します。基準額については以下

の表で確認ください。 

また、この表の「喫食回数」とは、児童生徒が学校で給食を食べた回数のことをいい、「補助金実績

報告書、請求書」において、保護者により食数を報告していただきます。 

≪令和８年度≫ 

補助金額 補助金額の算出 

小学校 ５,２００円（月額） 
【年間の給食喫食回数】 

３０日以下…全額支給 

９０日以下…半額支給 

９１日以上…支給なし 
中学校 ６,０００円（月額） 

 

３．手続き方法                                    

 １）申請期間    令和８年６月１日（月）から６月３０日（火）まで 

 ２）申請書類    「犬山市小中学校等給食費補助金交付申請書」 

 ３）提出先     犬山市教育委員会 学校教育課（市役所３階） 

 

４．申請から補助金交付までのながれ                          

 令和８年 ６月３０日まで「犬山市小中学校等給食補助金交付申請書」を提出 

 令和８年 ７月中旬   申請を受けて、犬山市教育委員会が「補助金交付決定通知書」を送付 

 令和９年 ３月     「犬山市小中学校等給食費補助金実績報告書、請求書」を提出 

 令和９年 ４～５月   犬山市教育委員会が審査結果を通知し、補助金を交付 


